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船舶事故調査報告書 
 

 

   船種船名 貨物船 うりずん 

   船舶番号 １３５４２０ 

   総トン数 １,５９６トン 

 

   事故種類 衝突（岸壁） 

   発生日時 平成２１年１月９日 ０７時５５分ごろ 

   発生場所 沖縄県那覇市那覇港浦添ふ
．
頭西洲地区 

         那覇港浦添北内防波堤灯台から真方位１０５°１,０８０ｍ付近 

         （概位 北緯２６°１５.１′ 東経１２７°４１.０′） 

 

 

                        平成２２年２月４日 

                運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                   委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                   委   員  山 本 哲 也 

                   委   員  根 本 美 奈 

 

 

１ 船舶事故調査の経過 
 

１.１ 船舶事故の概要 

 貨物船うりずんは、船長ほか１０人が乗り組み、那覇港浦添ふ
．
頭西洲

いりじま

地区の１号岸

壁に着岸作業中、平成２１年１月９日０７時５５分ごろ、左舷船首が岸壁に衝突し 

た。 

 同船には、球状船首に破口が生じ、また、岸壁の支柱２本が損傷したが、死傷者は

いなかった。 

 

１.２ 船舶事故調査の概要 

 1.2.1 調査組織 

  運輸安全委員会は、平成２１年２月９日、本事故の調査を担当する主管調査官（那

覇事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 
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 1.2.2 調査の実施時期 

  平成２１年４月７日 現場調査 

  平成２１年４月１５日、２２日、１０月７日、１３日、１２月１０日 口述聴取 

  平成２１年１０月１３日 回答書受領 

 

 1.2.3 原因関係者からの意見聴取 

  原因関係者から意見聴取を行った。 

 

 

２ 事実情報 
 

２.１ 事故の経過 

 本事故が発生するまでの経過は、うりずん（以下「本船」という。）の船長（以下「船

長Ａ」という。）の口述によれば、次のとおりであった。 

 本船は、鹿児島港～阪神港大阪区～沖縄県那覇港間の定期航路に就航しており、船

長Ａほか１０人が乗り組み、平成２１年１月７日１７時３５分ごろ、阪神港大阪区を

出港し、那覇港に向かった。 

 船舶所有者（鹿児島荷役海陸運輸株式会社。以下「Ａ社」という。）は、本船のほか

１隻を所有し、２隻を用船しており、船員には３か月乗船後に１か月の休暇を与えて

いた。 

 船長Ａは、各船舶の船長が休暇下船するとき、その船舶に代理船長として乗船して

おり、１か月毎にＡ社の運航船４隻を転船して各船で船長職についていた。 

 船長Ａは、１月９日０５時２０分ごろ、早めに昇橋し、０６時～０９時の単独の当

直についた。 

 船長Ａは、０７時４５分ごろ、那覇港港外の倭
やまと

口
ぐち

付近を航行していたとき、風向が

北北西、風速が約１０m/s であり、波高もそれほど高くないので、予定通り那覇港浦

添ふ
．
頭西洲地区（以下「西洲地区」という。）に向けて入港することにした。 

 船長Ａは、機関長を主機コントロールパネルの主機操作に、操舵手を手動操舵に、

船首には一等航海士、船尾には二等航海士をそれぞれ配置して入港スタンバイ体制を

とり、針路を約０９５°（真方位、以下同じ。）とし、可変ピッチプロペラの翼角を下

げて速力を徐々に落としながら西洲地区１号岸壁（以下、岸壁名については、「西洲地

区」を省略する。）に向けて航行した。 

 船長Ａは、０７時４８分ごろ、速力を微速力前進の約７ノット（kn）（対地速力、以

下同じ。）とし、那覇港浦添北内防波堤と那覇港浦添南内防波堤との間（以下「南北両

内防波堤間」という。）を通過したとき、左舷後方からの風が強くなったと感じたので、
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通常の進路より少し風上側で右転して着岸態勢をとることとし、進路がやや北側にな

るよう左転した。 

 本船は、０７時４９分ごろ７号岸壁西端付近で極微速力前進とし、０７時５０分ご

ろ７号岸壁西端に並んだとき、右舵一杯及びバウスラスター∗1右一杯として右転を始

めた。 

 船長Ａは、０７時５２分ごろ、船首配置の一等航海士から岸壁との距離が約１００

ｍであるとの報告を受けて、いつもより早めに翼角を０°とし、右舵一杯及びバウス

ラスター右一杯としたまま、約２～３kn の前進惰力でゆっくりと右に回頭しながら１

号岸壁に向けて接近した。 

 船長Ａは、左舷ウイングに出て、本船と岸壁との距離を確認していたところ、船首

が１号岸壁の６番か７番ビットの手前に向いたころ、左舷後方から約１５m/s の北風

を受けたため、船尾が右に振れ始めて、船首が２号岸壁付近に向くようになり、０７

時５４分ごろ、一等航海士から前進惰力が強いとの報告を受けたので、直ちに全速力

後進とした。 

 本船は、翼角が後進となって間もなく、船首が更に左に振れるようになり、２号岸

壁に向首して接近し、０７時５５分ごろ、約１kn の前進惰力で本船の球状船首が２号

岸壁の下方にある支柱に衝突した。 

 

 本事故の発生日時は、平成２１年１月９日０７時５５分ごろで、発生場所は、那覇

港浦添北内防波堤灯台から１０５°１,０８０ｍ付近であった。 

（付図１ 推定航行経路図 参照） 

 

２.２ 人の死亡、行方不明及び負傷に関する情報 

 死傷者はいなかった。 

 

２.３ 船舶等の損傷に関する情報 

 船長Ａの口述及びＡ社提出資料によれば、球状船首に破口が生じた。 

（写真１ 球状船首の本修理時の状況 参照） 

 

２.４ 船舶以外の施設等の損傷に関する情報 

 現場調査及びＡ社提出資料によれば、損傷場所は、１号岸壁の南端から北側約 

２３０ｍの場所で、２号岸壁北端付近の一辺約８０cm の支柱部分２本が損傷した。 

（写真２ 角柱部分の損傷状況 参照） 

                         
∗1 「バウスラスター」とは、船首部に設けられる船体の横方向に推力を発生する装置をいい、主に離

着岸操船時に使用される。 
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２.５ 乗組員に関する情報 

  (1) 性別、年齢、海技免状 

    船長Ａ 男性 ５１歳 

     三級海技士（航海） 

      免 許 年 月 日 昭和５８年８月２２日 

      免 状 交 付 年 月 日 平成２０年１１月５日 

      免状有効期間満了日 平成２５年１１月１９日 

  (2) 主な乗船履歴等 

    船長Ａの口述によれば、次のとおりであった。 

   ① 主な乗船履歴 

     昭和５１年から遠洋まぐろ漁船に甲板員として乗船し、昭和５８年に海技

免状を取得したのち、まぐろ漁船や内航貨物船に乗船した。 

     平成５年から内航貨物フェリーに船長として約５年乗船し、Ａ社の関連会

社に入社して船長職につき、平成１２年ごろＡ社に移り、本船船長として約

１７～１８回西洲地区の岸壁に着岸した経験があった。 

   ② 健康状態 

     健康状態は良好で、視力は裸眼で両眼とも１.５、聴力は正常であった。 

 

２.６ 船舶等に関する情報 

 2.6.1 船舶の主要目 

  船 舶 番 号  １３５４２０ 

  船 籍 港  鹿児島県鹿児島市 

  船舶所有者  独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、Ａ社 

  船舶管理会社  Ａ社 

  総 ト ン 数  １,５９６トン 

  Ｌ×Ｂ×Ｄ   １１０.０３ｍ×１７.２０ｍ×８.７０ｍ 

  船    質  鋼 

  機    関  ディーゼル機関１基 

  出    力  ５,９５７kＷ（連続最大） 

  推 進 器  ４翼可変ピッチプロペラ１個 

  航 行 区 域  近海区域（限定） 

  進水年月日  平成８年７月２４日 

  最大搭載人員  旅客４人、船員１１人計１５人 

  用    途  貨物船 
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 2.6.2 積載状態 

  船長Ａの口述によれば、コンテナ及びシャーシ等約１,２００トンを積載し、出港

時の喫水は、船首約３.００ｍ、船尾約５.４０ｍであった。 

 

 2.6.3 船舶に関するその他の情報 

  船長Ａの口述によれば、本船は、船橋にＧＰＳプロッター、レーダー及び風向風

速計等が装備され作動中であった。本船が岸壁に着岸する際は、左舷側にランプ 

ウェイが設置されているため、左舷着けとなり、バウスラスターは、速力が５kn 以

下のときに有効な推力が得られるものであった。本船は、可変ピッチプロペラの回

転方向が右旋回であるので、後進時には船尾が右に、船首が左に振れる傾向があっ

た。また、風潮流の影響がない場合に、全速力後進及びバウスラスター右一杯とす

ると、船首が左に振れる傾向があった。事故当時、船体、機関及び機器類に不具合

又は故障はなかった。 

 

２.７ 気象及び海象に関する情報 

 2.7.1 気象観測値及び潮汐 

   (1) 気象観測値 

     事故発生場所の南約５㎞に位置する沖縄気象台の観測値は、次のとおりで

あった。 

 

時 刻 

風 

平  均 最 大 瞬 間 

風向 風速(m/s) 風向 風速(m/s) 

０７時５０分 北北西 ９.１ 北北西 １４.３ 

０８時００分 北北西 １１.２ 北 １６.４ 

０８時１０分 北北西 １１.２ 北 １７.３ 

   (2) 潮汐 

     海上保安庁刊行の潮汐表によれば、事故発生場所付近における事故当時の

潮汐は、下げ潮の中央期であった。 

 

 2.7.2 乗組員等の観測 

  船長Ａの口述によれば、事故当時、天気は曇り、北の風、風速約１５m/s で、視

界は良好であった。操船に対して潮流やうねりの影響も少しはあったと思うが、風

の影響が最も大きかったと思う。 
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２.８ 入港中止の基準 

 Ａ社の安全管理規程中の運航基準によれば、入港中止の基準は、次のとおりであっ

た。 

 (入港の可否判断) 

 第４条 船長は、入港予定地港内の気象・海象に関する情報を確認し、第２条に掲

げる条件のいずれかに達していると認めるときは、入港を中止し、適宜の海域での錨

泊その他の適切な措置をとらなければならない。 

風  速 波  高 視  程 

２０m/s 以上の時 １.８ｍ以上の時 ５００ｍ以下の時 

 

２.９ 事故水域等に関する情報 

 南西諸島沿岸水路誌及び海上保安庁刊行の海図Ｗ２４３によれば、那覇港への入口

は、新港第１防波堤の南端付近の唐
とう

口
ぐち

から入る水路と、北側付近の倭口から入る水路

の２水路があり、那覇港内の北東部に位置する西洲地区の岸壁に着岸する船舶は、倭

口の水路から入っている。 

 西洲地区には、南北方向に長さ約６５０ｍの１～６号岸壁が、さらに６号岸壁の北

端から西方向に長さ約２６０ｍの７号岸壁が築造されている。 

 

２.１０ 通常の着岸方法 

 船長Ａの口述によれば、西洲地区の岸壁への通常の着岸方法は、次のとおりであっ

た。 

  (1) 倭口付近から西洲地区に向けて航行する際、外防波堤である新港第１防波堤

を通過したころ、針路を約０９５°とし、約１２～１３kn の速力で航行し、南

北両内防波堤間を通過したとき、約７kn に減速する。 

  (2) ７号岸壁西端付近で、右舵一杯及びバウスラスター右一杯として右回頭を始

め、船首と岸壁が約１００ｍに近づいたときに翼角を０°とし、前進惰力で１

号岸壁に進入して左舷着けで接岸する。本船は、ランプウェイが左舷船尾にあ

るので常に左舷着けにしており、後進にすると、船首が左に振れるので、でき

る限り後進としないように操船している。 

 

 

３ 分 析 
 

３.１ 事故発生の状況 

 3.1.1 事故発生に至る経過 
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  ２.１から、次のとおりであったものと考えられる。 

   (1) 船長Ａは、新港第１防波堤を通過したころ、針路を約０９５°とし、０７

時４８分ごろ、南北両内防波堤間を通過したとき、約７kn に減速し、左舷側

からの風による圧流を考慮して、７号岸壁に並ぶ前に、通常より風上側の北

側に寄せて航行した。 

   (2) 船長Ａは、０７時４９分ごろ７号岸壁西端付近で微速力前進とし、０７時

５０分ごろ７号岸壁西端に並んだとき、右舵一杯及びバウスラスター右一杯

として右回頭を始めた。 

   (3) 船長Ａは、０７時５２分ごろ、船首配置の一等航海士から岸壁との距離が

約１００ｍであるとの報告を受けて翼角を０°とし、右舵一杯及びバウスラ

スター右一杯としたまま、約２～３kn の前進惰力で右に回頭しながら、北風

を左舷斜め後方から受け１号岸壁に向けて接近した。 

   (4) 船長Ａは、船首が１号岸壁の６番か７番ビットの手前に向いたころ、左舷

斜め後方から約１５m/s の強風を受けたため、船尾が右に振れて船首が２号

岸壁付近に向くようになったことに気付いた。 

   (5) 船長Ａは、０７時５４分ごろ、船首が２号岸壁に向くようになって間もな

く、一等航海士から前進惰力が強いとの報告を受けて、全速力後進とした。 

   (6) 本船は、翼角が後進となって間もなく、船首がさらに左に振れ、２号岸壁

に向首して接近し、前進惰力で同岸壁に衝突した。 

 

 3.1.2 事故発生日時及び場所 

  ２.１及び２.４から、発生日時は、平成２１年１月９日０７時５５分ごろで、発

生場所は、那覇港浦添北内防波堤灯台から１０５°１,０８０ｍ付近であったものと

考えられる。 

 

３.２ 事故の要因の解析 

 3.2.1 乗組員及び船舶の状況 

   (1) 乗組員 

     ２.５(1)から、船長Ａは、適法で有効な海技免状を有していた。 

   (2) 船舶 

     2.6.3 から、事故当時、船体、機関及び機器類に不具合又は故障はなかっ

た。 

 

 3.2.2 気象及び海象に関する解析 

  ２.７から、事故発生時の気象及び海象は、天気は曇りで、風向は北、風速約１５
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m/s、視界は良好で、潮汐は下げ潮の中央期であったものと考えられる。 

 

 3.2.3 事故発生に関する解析 

  ２.１、3.1.1 及び 3.2.2 から、次のとおりであった。 

   (1) 船長Ａは、７号岸壁付近で右回頭した後、右舵一杯及びバウスラスター右

一杯としたまま極微速力前進で航行し、船首配置の一等航海士から岸壁との

距離が約１００ｍであるとの報告を受けて翼角を０°としたものと考えられ

る。 

   (2) 船長Ａは、左舷ウイングに出て、本船と岸壁との距離を確認していたとき、 

左舷後方から約１５m/s の強風を受け、船尾が右に振れて、船首が２号岸壁

付近に向くようになったことに気付き、そのころ、前進惰力の制御が適切で

なかったことから、一等航海士から前進惰力が強いとの報告を受け、０７時

５４分ごろ全速力後進としたものと考えられる。 

   (3) 本船は、翼角が後進となって間もなく、船首がさらに左に振れて２号岸壁

に向首して接近し、同岸壁に衝突したものと考えられる。 

   (4) 本船は、可変ピッチプロペラが右旋回であることから、全速力後進とした

ため、船首がさらに左に振れたものと考えられる。 

 

 

４ 原 因 
 

 本事故は、本船が、北風を左舷斜め後方から受けて那覇港浦添ふ
．
頭西洲地区の１号

岸壁に着岸作業中、前進惰力の制御が適切でなかったため、約１５m/s の強風を受け

て船首が左に振れ２号岸壁に向くようになった際、前進惰力が強いとの報告を受けて

全速力後進としたところ、船首がさらに左に振れて同岸壁に衝突したことにより発生

したものと考えられる。 
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付図１ 推定航行経路図 
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写真１ 球状船首の本修理時の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
写真２ 角柱部分の損傷状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 




